令和８年度　工業用水基本使用水量減量希望調査票

受水事業所番号　　　　　
受水事業所名　　　　
給水場所　　　　　　　

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※代表者氏名を記名して下さい。

	１．減量希望
	いずれかを○で囲んでください。
有　　　　　　　　・　　　　　　　　無

	
２．減量希望の水量
	①
現在契約中の
基本使用水量
	①－②
減量希望水量
　
㎥／日
	②
希望する減量後の
基本使用水量

	
	
　　　　
㎥／日
	
	


㎥／日

	



３．ご連絡先
	所属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ご担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
FAX　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


裏面の記入要領をご確認の上、ご記入願います。

回答締切　　令和８年５月22日（金）　　必　着
※減量を希望しない場合も、必ず回答をお願いします。



工業用水基本使用水量減量希望調査記入要領

· 調査票については、契約（給水場所）毎に作成してください。

○　減量を希望しない場合は、無に○を記入し、「４．ご連絡先」を記入してください。

○　「１．減量希望」で有を選択した場合は、　「２．減量希望の水量」の「①現在契約中の基本使用水量」、「②希望する減量後の基本使用水量」を記入し、[　　]内には、その差「①－②減量希望水量」を記入してください。
※減量後の基本使用水量は、30㎥／日を下回ることはできません。

○ 記載内容について、ご連絡させていただく場合がありますので、ご担当者様の所属、氏名、電話番号等を記入してください。


【留意事項】
・減量には減量負担金及び特別減量負担金が必要となります。
　　　減量負担金　＝　減量水量㎥／日　×　27,912円
　　　特別減量負担金　＝　減量水量㎥／日　×　31.3円　×　365日　×　５年

・減量希望水量の総量が30,000㎥／日を超過するときは減量水量を調整させていただきますが、内示した減量水量は、必ず減量実施いただきますようよろしくお願いします。

・給水開始日から起算して１０年未満の受水事業所で、配水施設設置等費用の減額を受けた受水事業所が減量を行う場合は、配水施設設置等費用の減額分の差額分の納付が必要となります。

・減量水量内示後に、一括減量か分割減量（３年間を限度とする段階的な減量）かを選択していただけます。

・減量負担金及び特別減量負担金のお支払いが納期限から遅延されますと減量が取り消されることとなりますので、ご注意ください。
（分割減量の場合は、各年度における減量負担金及び特別減量負担金のお支払いが納期限から遅延されますと、以降の減量が取り消されることとなります。）
